
指定管理者候補者の選定結果について 

福祉部障がい福祉課所管の新潟市障がい者デイサポートセンターについて、以下のとおり候補者を

選定しました。

施設名 新潟市障がい者デイサポートセンター 区分 公募 

所在地 新潟市中央区八千代１丁目３番１号 

施設の概要 

新潟市障がい者デイサポートセンターは、障がい者の福祉の増進を図ることを

目的として、平成１１年４月１日に設置された施設である。施設は、障がい者用

特殊浴室、デイサービスルームなどを有しており、入浴、食事の提供、創作的活

動などを実施している。 

令和元年度まで地域活動支援センターⅡ型として比較的軽度の方の日中の居場

所として運営していたが、利用者の実態及び持続可能な施設運営を目指し、令和

２年度より生活介護へサービス形態を移行した。また、サービスの転換に伴い、

生活介護へ移行できない利用者に対しては市独自サービスとして従来と同等のサ

ービスを経過措置として実施している。 

指定管理者 

申請者 

評価会議 

委員 中村 健（新潟大学歯学部口腔生命福祉学科 准教授） 

委員 久住 真一（新潟市民生委員児童委員協議会連合会障がい者福祉部会長）

委員 奥中 祐次（新潟市居宅介護支援事業者連絡協議会）

委員 渡辺 力（新潟白山経営労務事務所 社会保険労務士） 

指定管理者 

（候補者） 

社会福祉法人 愛宕福祉会

代表者 理事長 石崎 昂一

住 所 新潟市北区松潟１５１０番地 

指定期間 

（予定） 
令和６年４月１日～令和１１年３月３１日 

選定理由 

指定管理者の選定にあたっては、１団体から応募があり、評価会議において、

応募者から提出を受けた事業計画書等について、施設の平等利用が確保されるこ

と、施設の効用が最大限に発揮され、管理経費の縮減が図られること、事業計画

に沿った管理を安定して行う能力があることを選定基準に評価を行った。その後、

評価会議における各委員からの意見と評価結果を参考に総合的に検討した結果、

以下の理由により上記の候補者は指定管理者としての業務遂行能力を有すると判

断し選定した。 

候補者は、新潟市内において障がい・高齢・児童など多様な福祉分野の事業を

実施しており、類似事業との連携や法人が有するノウハウを最大限活かすことで、

利用者のさらなる確保、管理経費の圧縮につなげるなど、事業計画に具体性があ

り、利用者に寄り添った良質なサービス提供と適切な施設管理の実現が期待でき

る。なお、候補者選定の参考とした評価会議における評価結果は、別表のとおり

である。 

現在の指定管

理状況との主

な変更点 

 多様な福祉サービスの実施による法人のノウハウを活かした利用者への良質な

サービス提供のほか、市内において実施する他の福祉サービスと連携することで、

さらなる利用者の確保や重度障がい者の受け入れに寄与できる。 
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スケジュール

第１回評価会議  １１月８日 ※仕様書・選定基準・目標管理型評価項目の決定

公募要項等配布  １１月８日～１１月１５日 

公募説明会    １１月１６日 

質問受付     １１月８日～２１日 

応募受付     １１月１７日～１２月２５日 

第２回評価会議  令和６年１月１７日 

今後、市議会での審議・議決を経て、指定管理者に指定される。 

所管部署 

(問い合わせ先)

福祉部 障がい福祉課 管理係 

ＴＥＬ：０２５－２２６－１２３８（直通） 

E-mail：shogai.wl@city.niigata.lg.jp

【参考】現指定管理期間の評価（令和２年４月～令和６年３月） 

指定管理者 社会福祉法人 中東福祉会

総評 

サービス形態転換後、初めての指定管理者となったが、利用者の確保などに苦慮

し令和５年度末をもって指定管理者辞退の申し出があった。利用者への寄り添っ

たサービスを提供する一方で、事業継続に向けたさらなる利用者の確保や管理経

費の縮減など、具体的な見直し案の提示や相談などが必要だったと考える。 

別表（評価結果） 

選定基準・評価項目 配点 候補者 

施設の平等

利用が確保 
運営理念・基本方針・申請の動機 5点 4 

施設の平等利用の確保、利用促進に向けた取組

み 
5点 4 

事業実績 10点 8.5 

施設の効用

を最大限に

発揮し、管理

経費の縮減

が図られる 

事業計画及びサービス内容 20点 16 

予算の範囲内での適正な執行及び経費節減の取

組み 
10点 8.5 

要望や苦情等への対応 5点 3.8 

事業計画に

沿った管理

を安定して

行う能力 

職員配置、勤務体制、ワークライフバランス等

を推進する取組み 
20点 17 

人材育成の取り組み 5点 4.3 

安全管理体制 5点 4 

緊急時の対応 5点 3.8 

個人情報保護、情報公開、コンプライアンスの

取組み 
5点 4 

地域との連携 5点 4 

合 計 100点 81.9 

※点数は、評価会議の委員5名の平均 


